
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

輸出犬等の検査申請 
 

 

ANIPAS における、犬等の輸出に関する検査申請について説明します。 
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33..  輸出犬等の検査申請 

33..11  輸出犬等の検査の申請事項を登録する 

輸出犬等検査の申請事項を登録し、システム上で申請する操作について説明します。 

 

・輸出犬等検査申請は、既存の情報を再利用することで入力の手間を省くことができます。詳細につ

いては、「7.6 ウ 届出情報を再利用して新規の輸出申請をする」「7.6 カ 申請情報を再利用して新

規の輸出申請をする」「3.4 ウ 申請情報を再利用して新規の輸出申請をする」を参照してください。 

 

アア  申請事項を保存する 

検査申請事項の保存を行います。仮登録（申請は行ったことにはならない状態）なので、その

後も申請事項の修正が可能です。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行いましょう。 

 

111   犬等のメニューを開く 

「申請者メニュー画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク Dogs, Cats, Foxes, Raccoons 

and Skunks.」の列にある［▼］ボタンをクリックします。 

「申請者メニュー画面」を表示する方法については、「1.1 ア ログインする」を参照してくだ

さい。 

 

「申請者メニュー画面」 
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222   申請情報の入力画面を開く 

「申請者メニュー画面」の＜新規に輸出検査申請を行う Make a new application of export 

animal.＞リンクをクリックします。 

 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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333   基本情報を入力する 

基本情報を入力します。 

 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（Application of export）（EQA）（基本情報入力）」 

 

・［検索／Search］ボタンをクリックすると、対応するコードを検索することができます。 

コードを検索する方法の詳細については、「6.1 コードを検索する」を参照してください。 

・コードには、「バスケットコード」と呼ばれるものがあります。バスケットコードは、入力する項目

がコード化されていない場合に使用してください。バスケットコードを使用する場合は、名称を必

ず入力してください。（プルダウンや検索で「その他」「OTHER」を選択した場合も同じです。） 

・荷送人が申請者と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェックしてくださ

い。］をチェックすると、入力を省略することができます。 
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・荷受人が申請者、または荷送人と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。］または［以下の情報が荷送人と同じ場合にはこちらにチェックしてください。］

をチェックすると、入力を省略することができます。 

 

444   必要に応じて備考を入力する 

備考の入力が必要な場合は［備考］欄のテキストボックスに入力します。 

入力が完了したら、［次の画面へ／Next］ボタンをクリックします。 

 

555   輸出条件を入力する 

日本出国後の再入国の有無、輸出条件（滞在先の国の受入れ条件）や証明書への記載内容につ

いての各確認事項についてチェックしてください。 

入力が完了したら、［次の画面へ／Next］ボタンをクリックします。 

 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（Application of export）（EQA）（輸出条件確認）」 

 

・［前の画面へ／Back］ボタンをクリックすると、操作 3に戻ります。 
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666   動物情報を入力する 

輸出する動物に関する情報を入力します。 

 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（Application of export）（EQA）（動物情報入力）」 

 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・動物情報は最大 10 頭分登録できます。操作 6から操作 11 までの操作を頭数分繰り返してください。 

 

777   動物情報（個体識別情報）を入力する 

個体識別情報を入力します。 

 

・操作 4で［再入国しない］を選択し、かつ［マイクロチップによる個体識別］をチェックしていな

い場合は表示されません。 
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888   動物情報（狂犬病予防接種情報）を入力する 

狂犬病予防接種情報を入力します。 

 

・操作 4で［再入国しない］を選択し、かつ［狂犬病予防接種］をチェックしていない場合は表示さ

れません。 

・狂犬病予防接種年月日欄には、最新の接種年月日から順番に入力してください。 

入力が順番どおりでない場合も保存または申請を行うことが出来ます。この場合、再度申請情報を

呼び出すと、入力画面には最新の接種年月日から順番に表示されます。 

 

 

999   動物情報（狂犬病抗体検査情報）を入力する 

狂犬病抗体検査情報を入力します。 

 

・操作 4で［再入国しない］を選択し、かつ［狂犬病抗体価］をチェックしていない場合は表示され

ません。 

 

 

111000   動物情報（その他予防接種情報）を入力する 

その他予防接種情報を入力します。 

 

・操作 4で［再入国しない］を選択し、かつ［その他の予防接種］をチェックしていない場合は表示

されません。 
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111111   必要に応じて動物情報（備考）を入力する 

備考の入力が必要な場合は、［備考］欄のテキストボックスに入力します。 

入力が完了したら、［保存／Save］ボタンをクリックします。 

 

 

・[前の動物へ／Back(Animal)]ボタンをクリックすると、操作 6に戻り、入力済みの動物情報を表示

します。ただし、入力済みの動物情報がないときは、クリックすることができません。 

・[次の動物へ／Next(Animal)]ボタンをクリックすると、操作 6に戻り、続けて新規の動物情報を入

力できます。 

・［入力された情報を次の動物情報へコピーする場合はチェックしてください。］をチェックして［次

の動物へ／Next(Animal)］ボタンをクリックすると、ここでの入力内容が次の動物情報に反映され

ます。 

・[前の画面へ／Back]ボタンをクリックすると、操作 5 に戻ります。 

 

111222   入力内容を確認して保存を完了する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［保存／Save］ボタンをクリックすると、保存が完了し

ます。 

 
「輸出犬等検査申請事項登録画面（確認登録）」 

 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正 Modification］ボタンをクリックすると、各情報の入力画面に戻り、修正することができま

す。 

・［削除 Deletion］ボタンをクリックすると、動物情報の入力内容を個別に削除することができます。 

 

111333   保存が完了する 

申請事項の保存が完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（完了）」 

 

・一時保存（仮登録）した申請情報を修正したり、申請（本登録する）する方法については、「3.3 ア 

申請情報を追加・修正する」を参照してください。 

 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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イイ  検査申請をする 

輸出犬等検査の申請事項を入力して申請します。 

111   申請事項を入力する 

「3.1 ア 申請事項を保存する」を参照して、申請事項を入力します。 

222   申請する 

入力画面の［申請／Application］ボタンをクリックします。 

 

「輸出犬等検査申請事項登録画面（動物情報入力）」 

333   入力内容を確認して申請を完了する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［申請／Application］ボタンをクリックすると、申請が

完了します。 

 

「輸出犬等検査申請画面（登録）」 
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・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正 Modification］ボタンをクリックすると、基本情報、輸入条件、動物情報の入力画面に戻り

ます。「3.1 ア 申請事項を保存する」を参照して、修正してください。 

・［削除 Deletion］ボタンをクリックすると、動物情報の入力内容を個別に削除することができます。 

 

444   輸出検査申請を印刷する 

輸出検査申請を出力する場合は、［申請印刷／Application Print］ボタンをクリックします。 

 

「輸出犬等検査申請画面（完了）」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸出検査申請」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸出検査申請」 

555   メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 
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33..22  輸出犬等検査の申請情報を照会する 

輸出犬等検査申請の申請情報を照会する操作について説明します。 

 

・本システムでは、「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会画面」と「犬等届出・輸出入検査申請情報照

会画面」は、輸入犬等と共通の画面となっています。そのため、輸入や事前届出に関する情報も表

示されることがあります。 

 

アア  申請情報を検索する 

申請情報を検索する操作について説明します。 

111   一覧画面を開く 

「申請者メニュー画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク Dogs, Cats, Foxes, Raccoons 

and Skunks」の列にある［▼］ボタンをクリックして項目を表示させてから、＜一覧照会を表

示する Reference of list.＞リンクをクリックします。 

「申請者メニュー画面」を表示する方法については、「1.1 ア ログインする」を参照してくだ

さい。 

 
「申請者メニュー画面」 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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222   必要に応じて検索結果を絞り込む 

操作が可能な情報が一覧表示されます。 

表示件数が多く絞込みが必要な場合は、検索条件を入力し、［検索／Search］ボタンをクリッ

クします。 

 
「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会画面（Reference of list）（IQI）」 

 

・検索結果の件数が多いときは、＜前の 10 件／Back＞リンクと＜次の 10 件／Next＞リンクを使って

一覧の表示を切り替えることができます。 

・照会したい情報の登録番号や申請番号がわかっているときは、［登録／届出／申請番号］欄に登録／

届出／申請番号を入力し、［検索］ボタンをクリックすると、その申請情報を表示することができま

す。番号が分からない場合は、届出年月日や到着年月日などの情報により該当する届出や申請情報

を検索してください。なお、年月日の指定範囲は３年間です。 

 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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333   一覧が更新される 

検索結果が更新され、条件に一致する申請情報の一覧が表示されます。 

 

444   申請情報を選択する 

詳細を確認したい申請情報の＜登録／届出／申請番号＞リンクをクリックします。 

 

 

・この画面では、輸入届出情報や、輸入申請情報なども含めて表示されますが、以下の説明では輸出

の申請情報を選択した場合で説明します。輸入の届出・申請情報については「7. 輸入犬等の検査申

請」を参照してください。 

 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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555   申請情報の詳細が表示される 

クリックした申請番号の申請情報が表示されます。 

 
「輸出犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（EIQ）」 
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33..33  輸出犬等の申請情報の追加・修正を行う 

申請情報の追加・修正や取止めの操作について説明します。 

アア  申請情報を追加・修正する 

申請情報に情報を追加したり、修正することができます。 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会画面」で、［届出／申請状態］から［事項登録中］［申請済］［申

請変更承認済］を選択して検索すると、検索結果一覧に追加･修正が可能な申請情報を表示すること

ができます。 

 

222   申請情報の追加・修正を選択する 

＜この申請情報の追加・修正を行う Modification of the application＞リンクをクリックし

ます。 

 

・届出／申請状態が「事項登録中」または「申請済」「申請変更承認済」のいずれかの、自分で申請し

た申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、このリンクが表示されます。ただし、「申請変更済」の

場合、申請番号の枝番が「9」のときはこのリンクが表示されません。 

 

 
「輸出犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（EIQ）」 

333   申請情報を修正する 

必要に応じて申請情報を修正します。 

以降の操作については、「3.1 ア 申請事項を保存する」「3.1 イ 申請する」を参照してくださ

い。 
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（申請者向け） 
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イイ  申請を取止める 

申請を取止める操作について説明します。 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

222   申請情報の取止めを選択する 

＜この申請の取り止めを行う。（保存した場合に限る） Cancel of the application (Only 

yousaved)＞リンクをクリックします。 

 

・届出／申請状態が「事項登録中」の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、このリンクが表示さ

れます。 

 

 
「輸出犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（EIQ）」 

333   申請取止めする 

申請取止めする場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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444   申請取止めが完了する 

申請取止めが完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸出犬等検査申請取止画面」 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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33..44  輸出犬等の届出情報・申請情報を再利用する 

輸出犬等検査の申請情報を再利用する操作について説明します。 

アア  申請情報を再利用して新規の届出をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の輸入の事前届出を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行いましょう。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

222   新規の届出を行う 

＜この申請をもとに新たな届出を行う Take a procedure of a new notification based on this 

existing application.＞リンクをクリックします。 

 
「輸出犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（EIQ）」 

333   届出情報を入力する 

流用した情報を元に、輸入の事前届出情報を入力します。 

以降の操作については、「7.1 ア 事前届出事項を保存する」「7.1 イ 事前届出する」「7.1 ウ 試

験研究用の動物の事前届出事項を保存する」「7.1 エ 試験研究用の動物の事前届出をする」を

参照してください。 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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イイ  申請情報を再利用して新規の輸入申請をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の輸入申請を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行いましょう。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

222   新規の輸入申請を行う 

＜この申請をもとに新たな輸入申請を行う Take a procedure of a new import inspection 

based on this existing application.＞リンクをクリックします。 

 
「輸出犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（EIQ）」 

333   申請情報を入力する 

流用した情報を元に、輸入の申請情報を入力します。 

以降の操作については、「7.2 ア 申請事項を保存する」「7.2 イ 申請する」「7.2 ウ 試験研究

用の動物の申請事項を保存する」「7.2 エ 試験研究用の動物の検査申請をする」を参照してく

ださい。 



ANIPAS 利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ウウ  申請情報を再利用して新規の輸出申請をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の輸出申請を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行いましょう。 

 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

222   新規の輸出申請を行う 

＜この申請をもとに新たな輸出申請を行う Take a procedure of a new export inspection 

based on this existing application.＞リンクをクリックします。 

 
「輸出犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（EIQ）」 

333   申請情報を入力する 

流用した情報を元に、輸出の申請情報を入力します。 

以降の操作については、「3.1 ア 申請事項を保存する」「3.1 イ 申請する」を参照してくださ

い。 
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33..55  輸出犬等に関する書類を印刷する 

任意の申請番号に対応する帳票を印刷する操作について説明します。 

アア  申請情報に関する書類を印刷する 

申請情報に関する書類を印刷することができます。 

111   申請情報の詳細を表示する 

「3.2 ア 申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

222   印刷したい書類を選択する 

印刷したい書類のリンクをクリックします。 

 
「輸出犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（EIQ）」 

 

・申請書は、申請状況が「申請済」「申請変更済」「申請変更承認済」「結果登録済」の申請情報を詳細

画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・検疫検査終了通知書は、申請状況が「結果登録済」で、まだ印刷されていない通知書がある申請情

報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。（通知書は１回しか印刷できません。） 

 

333   PDF ファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、検査申請の PDF ファイルを印刷します。 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸出検査申請」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸出検査申請」 

「犬等の検疫検査結果通知書」 

 


